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本
法
律
案
は
、
我
が
国
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
を
図
る
こ
と
の
必
要
性
が
増
大
し
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
知
的
財

産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
に
関
し
、
そ
の
基
本
理
念
、
国
等
の
責
務
そ
の
他
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
知
的

財
産
戦
略
本
部
を
設
置
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
知
的
財
産
に
関
す
る
施
策
を
集
中
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
定
義

１

「
知
的
財
産
」
と
は
、
①
発
明
、
考
案
、
植
物
新
品
種
、
意
匠
、
著
作
物
そ
の
他
人
間
の
創
造
的
活
動
に
よ
り
生
み
出

さ
れ
る
も
の
、
②
商
標
、
商
号
そ
の
他
事
業
活
動
に
用
い
ら
れ
る
商
品
又
役
務
を
表
示
す
る
も
の
、
③
営
業
秘
密
そ
の
他

事
業
活
動
に
有
用
な
技
術
上
又
は
営
業
上
の
情
報
を
い
う
。

２

「
知
的
財
産
権
」
と
は
、
特
許
権
、
実
用
新
案
権
、
育
成
者
権
、
意
匠
権
、
著
作
権
、
商
標
権
そ
の
他
知
的
財
産
に
関

し
て
法
令
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
に
係
る
権
利
を
い
う
。

二
、
基
本
理
念
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知
的
財
産
の
創
造

保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
施
策
の
推
進
は

①
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
及
び
豊
か
な
文
化
の
創
造

、

、

、

②
我
が
国
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
持
続
的
な
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
、
責
務
・
連
携
の
強
化

国
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
施
策
を
策
定
、
実
施
し
、
地
方
公
共
団
体
は
、
区
域
の
特
性
を
生
か
し
た
自
主
的
な
施

策
を
策
定
、
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
ほ
か
、
国
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
大
学
等
及
び
事
業
者
が
相
互
に
連
携
し
、
知

的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
の
効
果
的
な
実
施
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
。

四
、
基
本
的
施
策

国
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
。

１

大
学
等
に
お
け
る
研
究
開
発
の
推
進
及
び
研
究
成
果
の
移
転
の
促
進

２

特
許
権
等
知
的
財
産
権
の
権
利
付
与
の
迅
速
化

３

知
的
財
産
紛
争
に
係
る
訴
訟
手
続
の
充
実
及
び
迅
速
化

４

国
内
外
に
お
け
る
我
が
国
の
知
的
財
産
権
侵
害
に
対
す
る
措
置

５

各
国
政
府
と
の
協
力
に
よ
る
知
的
財
産
に
係
る
国
際
的
な
制
度
の
構
築
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６

生
命
科
学
等
新
分
野
に
お
け
る
知
的
財
産
の
保
護

７

事
業
者
が
知
的
財
産
を
有
効
か
つ
適
正
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境
整
備

８

知
的
財
産
に
関
す
る
内
外
動
向
の
調
査
・
分
析
等
の
情
報
提
供

９

知
的
財
産
に
関
す
る
教
育
・
学
習
の
振
興
及
び
知
識
の
普
及

知
的
財
産
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
人
材
の
確
保
・
養
成
及
び
資
質
の
向
上

10
五
、
知
的
財
産
戦
略
本
部

１

知
的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
施
策
を
集
中
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
、
内
閣
に
、
知
的
財
産

戦
略
本
部
を
置
く
。

２

知
的
財
産
戦
略
本
部
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

イ

知
的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
推
進
計
画
（
以
下
「
推
進
計
画
」
と
い
う

）
を
作
成
し
、
そ
の
実

。

施
を
推
進
す
る
こ
と
。

ロ

イ
の
ほ
か
、
知
的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
施
策
で
重
要
な
も
の
の
企
画
に
関
す
る
調
査
審
議
、
そ

の
施
策
の
実
施
の
推
進
並
び
に
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
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３

知
的
財
産
戦
略
本
部
長
は
内
閣
総
理
大
臣
、
副
本
部
長
は
国
務
大
臣
、
本
部
員
は
本
部
長
及
び
副
本
部
長
以
外
の
国
務

大
臣
及
び
有
識
者
を
充
て
る
。

六
、
推
進
計
画

推
進
計
画
に
は
、
次
の
事
項
を
定
め
る
。

１

知
的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
の
た
め
に
政
府
が
集
中
的
か
つ
計
画
的
に
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な

方
針

２

知
的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
に
関
し
政
府
が
集
中
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策

３

知
的
財
産
に
関
す
る
教
育
の
振
興
及
び
人
材
の
確
保
等
に
関
し
政
府
が
集
中
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず
べ
き
施
策

４

前
三
項
目
の
ほ
か
、
知
的
財
産
の
創
造
、
保
護
及
び
活
用
に
関
す
る
施
策
を
政
府
が
集
中
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る

た
め
に
必
要
な
事
項

七
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
施
行
状
況
に
検
討
を
加
え
、
結
果
に
基
づ
き
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。


